第１１期大崎市男女共同参画推進審議会委員の募集について
　市では，大崎市男女共同参画推進基本条例に基づき，男女共同参画の推進に関する計画の事業評価や重要事項を審議するため，大崎市男女共同参画推進審議会を設置しています。

　市における男女共同参画の推進について，市民の皆さんと共に考えていくため，審議会の委員を募集します。

１　任期　　令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで（２年間）

２　内容　　大崎市男女共同参画推進審議会（年５回程度）への参加
３　報酬等　　会議１回あたり５，０００円（源泉徴収あり），交通費支給
４　応募要件（次の要件を全て満たす市民）
（１）満１８歳以上で，大崎市男女共同参画推進審議会に出席できる人

（２）男女共同参画の推進に関心のある人

（３）応募の時点で，公務員または市の他の審議会などで，公募委員となっていない人

５　募集人員　　
若干名

６　応募方法　

まちづくり推進課（大崎市役所本庁舎３階）で配布，または市ウェブサイトからダウンロードした所定の応募用紙と男女共同参画の推進についての意見を記入したもの（８００字以内，様式は自由）を持参または郵送，Ｅメールで送信，もしくは市ウェブサイトの応募フォームから応募

７　提出先　　〒９８７－６１８８　大崎市古川七日町１番１号

まちづくり推進課（郵送の場合２月２７日（金）必着）

８　募集期間　　令和８年２月２日（月）から令和８年２月２７日（金）

９　選考方法
応募資格の確認及び書類審査を行い，委員を選考します。

　　提出された応募書類は返却しません。

なお，選考結果については，令和８年３月初旬までに応募者全員に通知します。
